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③個別サービス利用率（ニーズ調査結果） 単位：％

タイプ 区分 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理

要支援 16.4 0.9 1.8 8.2 1.8

要介護（１・２） 18.1 6.2 7.5 10.1 2.6

要支援 17.9 2.6 2.6 3.8 0.0

要介護（１・２） 20.7 11.0 7.3 4.9 8.5

要支援 17.9 2.9 2.4 2.9 1.6

要介護（１・２） 20.7 4.6 4.6 7.9 5.1

要支援 3.7 0.0 1.9 5.6 0.0

要介護（１・２） 7.9 2.1 2.6 4.0 1.6

要支援 13.7 1.9 2.4 4.7 1.5

要介護（１・２） 14.0 5.3 5.7 6.4 2.0

④個別サービス利用者数推計 単位：人

タイプ 区分 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理

要支援 14 1 2 7 2

要介護（１・２） 49 17 20 27 7

要支援 5 1 1 1 0

要介護（１・２） 12 6 4 3 5

要支援 48 8 7 8 4

要介護（１・２） 57 13 13 22 14

要支援 1 0 0 1 0

要介護（１・２） 24 6 8 12 5

要支援 54 8 10 18 6

要介護（１・２） 98 37 40 45 14

要支援 122 18 20 35 12

要介護（１・２） 240 79 85 109 45

要支援 15.3％ 2.3％ 2.5％ 4.4％ 1.5％ 

要介護（１・２） 15.0％ 4.9％ 5.3％ 6.8％ 2.8％ 
※実際のサービス必要量の算出は、給付データに基づく利用見込みを、ニーズ調査結果に基づく利用率などにより補正する。
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外傷等

筋骨格系
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認知症

その他

計
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（総数）

その他

脳卒中

外傷等
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２　介護予防事業（地域支援事業）

①二次予防事業対象者出現率（ニーズ調査結果） 単位：％

虚弱（20項目） 運動器の機能向上 栄養改善 口腔機能の向上 対象者全体

11.3 24.2 1.3 21.6 37.0

②二次予防事業対象者数推計 単位：人

運動器の機能向上 栄養改善 口腔機能の向上 虚弱（20項目）

3,876 216 3,462 1,813

③各プログラムニーズ推計

参加希望率 20.0%(想定) 単位：人

運動器の機能向上 栄養改善 口腔機能の向上 その他

775 43 692 363

３　権利擁護（見守り）

①世帯構成（ニーズ調査結果） 単位：％

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 配偶者以外と二人暮らし その他

14.0 26.1 7.3 52.6

②世帯構成別高齢者数推計 単位：人

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 配偶者以外と二人暮らし その他

2,798 5,225 1,461 10,516

③認知症リスク者割合（ニーズ調査結果） 単位：％

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 配偶者以外と二人暮らし その他

3.0 3.3 5.8 7.8
※認知症リスク者は、ニーズ調査結果で３レベル（中等度）以上の認知機能の障害があると評価された高齢者で算出。

④権利擁護の対象となりうる高齢者数 単位：人

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 配偶者以外と二人暮らし その他

83 173 85 820
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４　高齢者専用賃貸住宅

①借家率(ニーズ調査結果） 単位：％

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 配偶者以外と二人暮らし

16.8 5.7 8.6
※借家には借間を含む。

②高齢者賃貸住宅が必要な高齢者数

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 計

469 296 765

③必要高齢者専用賃貸住宅戸数

入居希望率 20.0%(想定)

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 計

94 59 124

単位：人

単位：戸

②ケアハウス（地域密着型特定施
設入居者生活介護）

⑤高齢者専用賃貸住宅等（地域
密着型特定施設入居者生活介護
）在宅療養支援診療・訪問看護

・薬局

⑭高齢者専用賃貸住宅等（
地域密着型特定施設入居者生
活介護）在宅療養支援診療・
訪問看護・薬局

新倉北地域センターでの
介護予防事業実施

⑥グループホーム

⑩小規模多機能型居宅介護・グル
ープホーム

南地域センターでの介護予
防事業実施

⑪第四小学校ふれあいプラ
ザ（介護予防事業・地域交流
実施）

⑫グループホー
ム

⑬介護予防通所介護（高
齢者福祉センター）

Ｃ 中央地域包括支援センター
本町１５－５１ ２階

⑨本町小学校ふれあいプラ
ザ

介護予防事業
・地域交流実施

①介護予防小規模多機能型居宅介
護（新倉高齢者福祉センター）

Ａ 北地域包括支援センター
新倉２－５－１２

坂下公民館での介護予防事
業実施

③小規模多機能型居宅
介護・グループホーム

⑦高齢者専用賃貸住宅等（地域
密着型特定施設 入居者生活
介護）在宅療養支援診療・訪問
看護・薬局

白子コミセンでの
介護予防事業実施

Ｂ北第２地域包括支援センター
白子３－１６－２

⑧小規模多機能型居
宅介護

グループホーム
中央公民館での介護予防

事業

④認知症デイサービス･グループホ
ーム

Ｄ 南地域包括支援センター
南１－２３－１
（総合福祉会館内）

<参考>Ａ市長寿あんしんグランドデザイン
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○ 介護保険法は介護保険サービスを規定しますが、市町村（保険者）が提供する介護保険外の必

要なサービスや地域の特性を踏まえたインフォーマルサービスと相俟って適切に提供されてこそ、

住民の自立・QOL向上を効果的に支援することができます。

○ また、少子高齢化と人口減少に対応した社会システムを地域で構築していくことが重要ですが、

その社会システムにおいては、医療・介護・福祉・住宅の各領域のサービスが、日常生活圏域にお

いて、適切に組み合わされて提供されることにより生活上の安全・安心・健康が確保されることを実

現していくことが求められます。また地域基盤の強化を図りつつ、自助・互助・共助・公助の適切な

組み合わせを住民とともに探る必要があります。

○ 高齢化のピークを迎える2025年までに上記のような社会システム（地域包括ケアシステム）を構

築することを念頭に、着実に各種取組を行っていくことが重要です。当然、直ちに地域包括ケアシ

ステムの全てを構築することは困難なわけですが、これからの取組を着実に進め、各市町村にお

いて、最終的な目標である２０２５年の地域包括ケアシステムの構築に繋がっていくようにするため

には、何より現在の地域の課題や高齢者のニーズ等をより的確に把握することが肝要です。その

ための、有効な手段となりうるのが、日常生活圏域ニーズ調査です。

○ 各保険者におかれては、第５期計画の策定に当たって、この調査を積極的に活用していただき、
地域の課題や高齢者のニーズ等をより的確に把握していただき、①不足している施策やサービス
等を分析して必要な介護サービスの基盤整備を構築する等、精度の高い第５期計画の策定に繋
げるとともに、②個々の高齢者の状態にあった個別ｹｱの推進を図っていただきたいと思います。

第５期計画を策定するに当たっての日常生活圏域ニーズ調査の積極的な実施について

 

４．日常生活圏域ニーズ調査検証・評価事業（介護予防実態調査分析支援事業の特別事業）

の実施について 

 

○ 高齢者や地域の課題をより的確に把握する有効な手法である日常生活圏域ニーズ調査手

法について、５７保険者のモデル事業結果を踏まえ更なる検証・評価を実施し、より地域の

課題を的確に反映した精度の高い手法に資する観点から、以下のとおり、今後実施要綱を改

正し、追加協議を行う予定であるので、積極的に実施の検討をお願いしたい。 

       

○ 本事業は、自治体負担はないものである（補助率は１０／１０）。また、調査票の集計等

の事務についても委託が可能とする予定であり、実施市町村にとって、あまり負担にならな

い方法での実施を予定している。 

 

○ 本事業によって得られる調査結果は、計画策定面での地域や高齢者の課題等の把握だけで

なく、調査を実施した高齢者の中の二次予防事業対象者の有無についても把握できる等、事

業実施によるメリットが多いことから、積極的に実施願いたい。 

 
（参考）「日常生活圏域ニーズ調査検証・評価事業（介護予防実態調査分析支援事業の 

特別事業）」の概要 

 

１ 実施期間 

  平成２２年１１月～平成２３年３月を予定。 
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２ 追加市町村の数 

  未定（予算の範囲内で多くの市町村が実施できるように調整） 

 

３ 事業の概要 

  実施要綱一部改正案を参照。 

※介護予防実態調査分析支援事業の実施要綱の改正予定 

 → ・調査票は本年１０月２７日全国会議で示す成案に変更 

            

４ 経費の負担 

  補助率は１０分の１０とし、予算の範囲内で国庫補助を行う。 

  （具体的な補助額については、今後選定市町村から提出いただく予定の「事業実施計画」 

の内容や補助金の予算総額等を勘案し、内示することとする。） 

 

（参考） 

介護予防実態調査分析支援事業実施要綱（改正案） 

 

第１ 目的 

 平成１８年度の介護保険法の改正により、被保険者が要介護状態又は要支援状態（以下

「要介護状態等」という。）となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合

においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることを目的として、地域支援事業が創設されたところである。 

   今回、より高い効果が見込まれる実施方法を取り入れた介護予防モデル事業（以下「モ

デル事業」という。）を実施するとともに、モデル事業に係る評価分析を行い、実施方法

等の見直し・改善を図ることで、より効果的な介護予防事業に資するよう、介護予防実態

調査分析支援事業（以下「本事業」という。）を行う。 

   なお、平成２２年度は、本事業において、日常生活圏域ごとの精度の高い高齢者の状態

像・ニーズや高齢者の自立生活を阻む課題（地域課題を含む。）をより的確に把握するた

めの手法等を、円滑かつ容易に把握できる環境の整備を図ることを目的とした特別事業を

行う。 

 

第２ 実施主体 

   本事業の実施主体は、市町村とする。 

   なお、実施市町村は、本事業の目的の達成のために必要があるときは、本事業の一部を

適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。 

 

第３ 実施内容 

 本事業の実施内容は、次のとおりとする。なお、市町村は、以下の１若しくは２（１）、

（２）のいずれか又は１，２の両方を選択して実施することとする。 

１ 基本事業 

（１） モデル事業 
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（２） モデル事業の効果を検証するための評価分析に係る事業 

２ 特別事業 

  （１） 基本チェック項目検証・評価事業  

  （２） 日常生活圏域ニーズ調査検証・評価事業 

 

第４ モデル事業の実施方法 

 市町村は、以下の１、２のいずれか又は両方のモデル事業を、市町村内の１カ所以上の

地域包括支援センターの担当圏域内において実施する。（具体的な実施内容は、厚生労働

省が別途提供するマニュアルに記載する。） 

１ システム介入 

特定高齢者の効率的な把握や参加率の向上を図るための実施方法を検証するために、

地域包括支援センターの担当圏域単位で、以下の①又は②のいずれかを実施する。 

① 担当圏域内の全ての高齢者に対して、「地域支援事業の実施について」（平成１８年

６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知。以下「地域支援事業実

施要綱」という。）に規定する「基本チェックリスト」を配布・回収し、生活機能

が低下している者を選定する。 

② 地域支援事業実施要綱に規定する「介護予防教室」を開催し、当該教室の参加者の

中から生活機能が低下している者を選定する。 

 

２ プログラム介入 

より効果が見込まれる介護予防プログラムを提供するモデル事業について、地域包括

支援センターの担当圏域単位で、以下の①～③のうち１つ以上を実施する。 

① 運動器疾患対策プログラム 

② 複合プログラム（運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上） 

③ 認知機能向上プログラム 

 

第５ モデル事業の効果を検証するための評価分析に係る事業の実施方法 

１ 第４の１のモデル事業を実施する市町村は、厚生労働省が別途配布するフォーマットを

用いて、モデル事業の実施状況に関する情報を記録し、分析する。なお、当該情報につい

ては、電子メール等を用いて、厚生労働省にも報告する。 

２ 第４の２のモデル事業を実施する市町村は、厚生労働省が別途配布する専用システムを

用いて、モデル事業の対象者の心身機能の状態等に関する情報を経時的に記録し、分析す

る。なお、当該情報については、氏名等のプライバシーに関わる情報を除いたものを、専

用システムを用いて、厚生労働省にも報告する。 

 

第６ 特別事業の実施方法 

 １ 基本チェック項目検証・評価事業を別紙１（「基本チェック項目検証・評価事業」実施

要領）により実施する。 

 ２ 日常生活圏域ニーズ調査検証・評価事業を別紙２（「日常生活圏域ニーズ調査検証・評

価事業」実施要領）により実施する。 
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第７ 事業実施に当たっての留意点 

１ 基本事業は、厚生労働省が別途提供するマニュアル等に従って実施するものとする。 

２ 本事業の実施に当たっては、関係団体及び関係機関等と連携・調整を十分に図るものと 

する。 

３ 本事業の実施に当たっては、対象者に対して本事業の趣旨、個人情報の取り扱い等につ

いての十分な説明を行い、理解を得るように努めることとする。 

 

第８ 経費の負担 

   市町村がこの実施要綱に基づき実施する本事業に要する経費については、厚生労働省が

別に定める「介護保険事業費補助金交付要綱」に基づき、実施計画を勘案の上、予算の範

囲内で国庫補助を行うものとする。 

 

第９ その他 

１ 基本事業を円滑に実施するため、市町村の実務担当者に対して本事業の実施方法等の研

修を厚生労働省において実施するものとする。 

２ 本事業により収集した情報の所有権は市町村に帰属するものとする。なお、第５により

厚生労働省に報告されたデータについては、厚生労働省において、モデル事業の効果等の

検証に必要な範囲において使用するものとする。 

 

第１０ 施行期日 

   この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

（別紙１） （略） 

 

（別紙２） 

 

日常生活圏域ニーズ調査検証・評価事業実施要領 

 

１ 目的 

   この事業は、日常生活圏域ごとの精度の高い高齢者の状態像・ニーズや高齢者の自立生活

を阻む課題（地域課題を含む。）をより的確に把握するための日常生活ニーズ調査手法の検

証・評価を行い、地域の課題を反映した、より精度の高い介護予防事業等の実施に資するこ

とを目的とする。 

 

２ 実施内容 

（１）ニーズ調査の実施方法 

     ア 実施地域 

       事業実施市町村が設定している日常生活圏域の中から選定した１圏域を実施地

域とする。ただし、１圏域以上の実施も可能とする。 

     イ 調査対象者 

       当該圏域内の６５歳以上の被保険者とし、①要介護・要支援認定者と、②要介護・

要支援認定者以外の者（二次予防事業対象者を含む。）を地域の実情に応じて選定

する。 
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     ウ 調査票 

        別紙様式５の調査票により調査を実施する。 

     エ 調査票の配布・回収方法 

       調査対象者への郵送・返信方式による調査票の配布・回収（期間１カ月程度を目安）

により行う。 

期日迄に回答がなされない高齢者については、各地区の民生委員等の協力を得て

訪問調査（未回収者へは訪問予定通知の配布等を実施）により調査票を回収する。 

なお、未回収者の補足調査を実施する民生委員等に対しては、訪問回収に当たり

事前に市町村から十分に説明を行い、円滑な回収に努める。 

 

（２）調査結果から明らかになった地域課題に対する対策等の検討 

調査結果の分析等から抽出された地域課題に対し、模擬の介護保険事業計画策定委員会等

を開催し、円滑かつ適切な二次予防事業対象者の把握や次期介護保険事業計画の策定等に向け

た論点整理（課題に即した対策や解決方法の協議等）を行う。 

 

（３）結果報告書の作成等 

結果報告書（別紙様式６）を作成し、平成２３年３月１８日迄に厚生労働省（老健局介

護保険計画課）へ提出する。 

 

３ その他の留意事項 

 ア 本事業の関係者は、正当な理由なしに本事業に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。なお、本事業を委託により実施する市町村にあっては、事業委託団体との委託契

約上、守秘義務に関する定めを置く。 

イ 本調査により把握した結果について、個人結果アドバイス票を作成し、各人に返送し、

今後の生活の指針のひとつとして活用を図る等の活用の検討を行われたい。 

 

（別紙様式５）   調査票の成案 

（別紙様式６） 

 

１ 実施市町村の概況 

管内人口（人） 

（平成 21 年度末） 

管内高齢者人口

（人） 

（平成 21 年 12 月） 

事業を実施する担

当圏域（地域包括支

援センターの名称） 

事業実施の圏域内

人口（人） 

（平成 21 年 12 月） 

事業実施の圏域内

高齢者人口（人） 

（平成 21 年 12 月） 

     

 

２ 事業実施の概況 

（１）実施期間 

・郵送調査期間   平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 

   ・補足調査期間   平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 

   ・集計・分析期間  平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 
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（２）回収率 

・郵送返信回収率：○（返信件数）／○（配布件数）＝○％ 

・補足調査後の回収率：○（最終回収件数）／○（配布件数）＝○％ 

 

３ 調査に関する意見 

本事業の実施内容について、各種改善意見等がある場合は記載願います。 

 （                                       ） 

 

   （注）あくまで現時点での予定であり、今後変更等があり得る。 

 

５．第５期ワークシートの粗いイメージ 

 

○ 現時点におけるワークシートにおける推計手順の考え方は、以下のようなイメージで検討 

を行っている。 

 

身体状況別要支援・要介護者数

ワークシートにおける推計手順のごく粗い考え方（イメージ）

ワークシート 保険者

要支援・要介護者数

必要サービス量（居宅・居住系サービス）

介護保険 介護保険以外

認定率の実績

地域支援事業・予防給付の効果

被保険者数の見込み

×

身体状況別要支援・要介護者数

利用者の身体状況×サービス種類・量の関係テーブル

受給率の実績

総費用・保険料

第5期事業計画に係るレポート

サービス供給の
有無の見込み

サービス供給量

給付実績

○○系疾病群 △△系疾病群 □□系疾病群

○○圏域 △△圏域 □□圏域

第5期の具体的施策方向性
（利用者ニーズ等を考慮した日常
生活圏域別供給量の検討など）

日常生活圏域ニーズ調査

必要サービス量
（施設サービス）

保険者の政
策判断

 


